
第３回日ＥＵ英語俳句コンテスト 

～①日本側最優秀賞受賞者ファン＝ロンパイ欧州理事会議長の出身国であるベルギー， 

②ＥＵ側最優秀賞受賞者を近代俳句の地，松山市道後温泉にご招待～ 

（応募の手引き） 

 

平成２４年６月２２日 

外務省 

欧州連合 

 はじめに 

 ファン＝ロンパイ欧州理事会議長は，自ら俳句集を出版するほどの俳句愛好家です。日ＥＵ首脳間の

合意である「人的・文化的交流の促進」の実施のため，これまでに２回，日ＥＵ英語俳句コンテストを

開催してきました。昨年５月に開催された第２回コンテストでは，「絆(Kizuna)」をテーマに３６４句も

の作品が寄せられました。 

 

 外務省とＥＵは，本年も，「曙（Dawn）」をテーマに第３回日ＥＵ英語俳句コンテストを開催し，日Ｅ

Ｕ関係を一層深めるとともに，日本文化の発信の機会にしたいと考えています。 

 

これに関連して，応募者のメッセージを効果的に発信するために，フェイスブックに日ＥＵ英語俳句

コンテストのファンページを作成しました（www.facebook.com/haikucontest）。一部の作品を主催者が

フェイスブックに掲載しますので，他の応募者や登録者と交流することができます。本コンテストをき

っかけに俳句を通じた市民レベルでの日ＥＵ交流が一層活発になることが期待されます。  

＊フェイスブック＝インターネットを通じたネットワーク・サービス。登録・利用方法や詳細は www.facebook.com

を参照願います。 

 

 名称：第３回日ＥＵ英語俳句コンテスト 

 主催：外務省，欧州連合（ＥＵ） 

 後援：松山市，フランドル俳句協会（ベルギー） 

 テーマ：曙（Dawn） 

（日 EU関係が発展し，新たな時代の幕開けとなるよう願いが込められています。） 

 英語俳句の形式：短い英文詩（３行詩が望ましい）であれば形式は自由です。季語を含める必要は

ありませんが「曙（Dawn）」をテーマにして下さい。 

 応募資格：日本国内又はＥＵ加盟国（クロアチアを含む）内に居住する日本国籍又はＥＵ加盟国籍

（クロアチアを含む）を有する方。年齢は問いません。 

 応募方法：応募用紙に記入の上，電子メールにて japaneuhaiku-contest@mofa.go.jp まで送付願い

ます。 

※ブリュッセルの欧州連合日本政府代表部に設置している松山市観光俳句ポストからの受付はでき

ませんので，ご留意ください。 

 応募締め切り：平成２４年７月３０日（月）午前９時（日本時間） 

 審査委員： 外務省，欧州連合，有識者 

 フェイスブック・ファンページ www.facebook.com/haikucontest 
 表彰：最優秀賞を日ＥＵ双方の応募者から一句ずつ選出し，後日発表するとともに，副賞として，

ＥＵからの最優秀受賞者 1 名を近代俳句発祥の地である愛媛県松山市に招待し，また，日本からの
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最優秀受賞者 1名をファン＝ロンパイ欧州理事会議長の出身国であるベルギーに招待します。 

＊最優秀賞の受賞連絡及び副賞の詳細については、主催者から受賞者に対して直接連絡があります。なお，国内

交通費や滞在費などは受賞者に負担していただく場合もあります。 

 

 お 問 い 合 わ せ 先 ：  外 務 省 欧 州 局 政 策 課  日 EU 英 語 俳 句 コ ン テ ス ト 担 当

(japaneuhaiku-contest@mofa.go.jp)。照会はメールでのみ受け付けております。 

 

 

【外務省ＨＰ】 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/0622haiku.html 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/0622haiku.html


 

第３回日ＥＵ英語俳句コンテスト応募用紙 

メールで japaneuhaiku-contest@mofa.go.jpまで送付願います。 

 

     姓      名 

*氏名   

*ふりがな   

*ローマ字   

*住所  

*Email  

*電話番号  

*国籍（日本以外の場合）  

年齢  

会社・学校名  

 

*応募作品 

（英語俳句） 

 

 

 

メッセージ 

（日本語でも英

語でも可） 

 

留意事項 

① *印は必ず記入願います。 

② 作品は未発表のオリジナルに限り，一人一点応募できます。 

③ 応募作品の著作権はすべて外務省及び欧州連合に帰属し，氏名とともにホームページやフェイスブック等に公表する場合があります。 

④ 応募者から頂いた個人情報は，主催者（及び後援者）が本件業務のためにのみ利用します。 


